
改定前区分

一級建築士事務所

二級・木造建築士事務所

改定後

令和８年１月１日（木）から

建築士事務所登録手数料が

24,000円に変わります！(※)

(※)１２月の福島県議会へ議案が提出されています。
議会で可決されましたら、改定される予定です。

なお、建築士事務所登録の手続きについては、（一社）福島県建築

士事務所協会で受付を行っております。令和８年１月１日以降に書類の

受付をした場合には新料金が適応される予定です。１月～２月に更新予定

の方は早めの手続き（令和７年１２月中）をお勧めします。

※年内は１２月２６日（金）までの営業です。

（一社）福島県建築士事務所協会
〒960-8061
福島市五月町4-25福島県建設センター5階
TEL：024-521-4033 FAX：024-521-5087
URL:http://sekkei-f.jp

建築士事務所登録の手続き先

HP QRコード


